
 

議案第１７号 

 

 

令和６年度北広島市一般会計補正予算（第３号） 

 

 

 令和６年度北広島市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

 

１ 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２２，２３３千円を増額し、 

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９，７６６，２８２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和６年１０月２日提出 

 

                   北広島市長 上 野 正 三 

 



第１表　歳入歳出予算補正

歳  入 (単位：千円)

款 項

17 道支出金 1,916,798 22,233 1,939,031

 3 委託金 89,058 22,233 111,291

29,744,049 22,233 29,766,282

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計



歳  出 (単位：千円)

款 項

 2 総務費 1,950,514 22,233 1,972,747

 5 選挙費 2,355 22,233 24,588

29,744,049 22,233 29,766,282

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計



令和６年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

（一般会計補正予算第３号）



総括

(歳　入) (単位：千円)

款

17 道支出金 1,916,798 22,233 1,939,031

29,744,049 22,233 29,766,282

補正前の額 補 正 額 計

歳 入 合 計



歳入
17款 道支出金

 3項 委託金 (単位：千円)

節   

目

 1 総務費委託金 85,150 22,233 107,383  4 選挙費委託金 22,233 衆議院議員選挙費委託金 22,233

計 89,058 22,233 111,291

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

17 道支出金



総括

(歳　出) (単位：千円)

款

 2 総務費 1,950,514 22,233 1,972,747 22,233 0 0 0

29,744,049 22,233 29,766,282 22,233 0 0 0歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他



歳出
 2款 総務費

 5項 選挙費 (単位：千円)

節       

目

 2 衆議院議員 0 22,233 22,233 道支出金 0  1 報酬 3,900 衆議院議員選挙経費 22,233

選挙費 22,233  2 給料 338 報酬 3,900         

 3 職員手当等 405 給料 338         

 7 報償費 45 職員手当等 405         

 8 旅費 251 報償費 45         

10 需用費 1,865 旅費 251         

11 役務費 6,700 需用費 1,865         

12 委託料 6,762 役務費 6,700         

13 使用料及び 1,967 委託料 6,762         

賃借料 保守・点検・整備委託 5,791                  

各種電算処理等委託 800                  

企画運営・作成等委託 171                  

使用料及び賃借料 1,967         

計 2,355 22,233 24,588 道支出金 0

22,233

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国道支出金 地 方 債 そ の 他

2 総務費



給与費明細書



１  特別職 （単位：千円）

報酬 給料
期末手当

（年間支給率）
地域手当 寒冷地手当 その他の手当 計

10,951 退8,885　公44

（3.40月分）

38,233

（3.40月分）

その他 27 10,196 10,196 10,196

計 52 103,256 27,036 49,184 351 179,827 33,645 213,472

10,951 退8,885　公44

（3.40月分）

38,233

（3.40月分）

その他 27 10,196 10,196 10,196

計 52 103,256 27,036 49,184 351 179,827 33,645 213,472

長  等 0 0 0 0 0 0 0 退0　公0

議  員 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0

備考　　　1  　　長等とは、市長、副市長及び教育長をいう。
                2

２  一般職

  （１）  総括 （単位：千円）

一般職員 会計年度任用職員 報酬 給料

(  44  ) (  353  ) 退 　137,942

481 31 公   4,088

(  44  ) (  295  ) 退 　278,283  

481 30 公   3,727

0 58 退 　△140,341

0 1 公   361

通勤手当 住居手当 管理職手当
時間外勤務

手当
特殊勤務

手当
【参考】児童手当

24,638 56,825 74,260 141,148 2,113 30,900

24,610 56,825 74,260 140,771 2,113 30,900

28 0 0 377 0 0

宿日直手当 夜勤手当 休日手当 単身赴任手当 災害派遣手当

0 2,600 29,068 0 0

0 2,600 29,068 0 0

0 0 0 0 0

（    ）内は短時間勤務職員等の数（外数）

扶養手当

1,918,509459,315

929,938

前年度

前年度

2,281 338

区分

3

22

38,33827,036 351長  等

議  員 93,060 158,653

44,623

給 与 費

131,293

351 38,338

44,623

131,293

6,285

27,360

27,360

405

58,176 748

地域手当

1,392,923

1,392,518

職員手当

4,530,811

3,024

本年度

42,509

42,509

58,176

寒冷地手当

0

期末勤勉手当

0

748

職員手当の
内 訳

補正後

補正前

比  較

0

区分

本年度

0

929,938

比  較

共済費

計
共済費

備考

備考

合計

の選挙、議決又は同意を必要とする職に限定して給与費を記載した。
及び補充員８人、監査委員２人、農業委員会委員７人、教育委員会委員４人）

合計

158,653

6,285

給 与 費 明 細 書

給 与 費

区分

補正後

補正前

　その他には、地方公務員法第３条第３項第１号の規定により、就任について 議会
（公平委員会委員３人、固定資産評価審査委員会委員３人、選挙管理委員会委員

比  較

区分

職員数(人）

長  等

比  較

3 27,036

議  員 22 93,060

1,918,171

職員数（人）

457,034 3,767,723 4,527,787

3,024

760,064

760,0643,770,747

0



  （ア）  一般職員 （単位：千円）

報酬 給料

退 　137,942

公   4,088

退 　278,283  

公   3,727

退 　△140,341

公   361

通勤手当 住居手当 管理職手当
時間外勤務

手当
特殊勤務

手当
【参考】児童手当

23,477 56,825 74,260 140,771 2,113 30,900

23,477 56,825 74,260 140,771 2,113 30,900

0 0 0 0 0 0

宿日直手当 夜勤手当 休日手当 単身赴任手当 災害派遣手当

0 2,600 29,068 0 0

0 2,600 29,068 0 0

0 0 0 0 0

  （イ）  会計年度任用職員 （単位：千円）

報酬 給料

通勤手当 住居手当 管理職手当
時間外勤務

手当
特殊勤務

手当
【参考】児童手当

1,161 0 0 377 0 0

1,133 0 0 0 0 0

28 0 0 377 0 0

宿日直手当 夜勤手当 休日手当 単身赴任手当 災害派遣手当

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

（    ）内は会計年度任用職員短時間勤務職員の数（外数）

（    ）内は定年前再任用短時間勤務職員等の数（外数）

共済費 合計 備考

給 与 費 明 細 書

職員手当 計

3,719,464644,574補正後
(  44  )

1,219,640 3,074,890

区分 職員数（人）
給 与 費

481

補正前
(  44  )

1,219,640 3,074,890 644,574 3,719,464
481

0

00

1,855,2500

1,855,250

748

0

補正後

比  較
0

0 0

区分 期末勤勉手当

748

比  較 0

0
0

職員手当の
内 訳

区分 扶養手当 地域手当

補正後 58,176

補正前 58,176

0

758,193 42,509

比  較 0 0

758,193 42,509

寒冷地手当

補正前

比  較 0 0

63,259

338

区分 期末勤勉手当 寒冷地手当

補正後 171,745

補正前 0 0

0

補正前 171,745 0

比  較 0 0

3,024
1

2,281

職員手当の
内 訳

区分 扶養手当 地域手当

補正後 0 0

457,034 62,921

備考

808,323172,878

比  較
58

405 3,024 0

合計
職員手当 計

補正後
(  353  )

173,283 695,857 115,490 811,347
31

補正前
(  295  )

区分 職員数（人）
給 与 費

共済費

459,315

692,833 115,490
30



  （２） 給料及び職員手当の増減額の明細 （単位：千円）

0 給与改定に伴う増減分 17,925 17,925 給与改定の状況

給料の改定率 給料表を平均0.96％引上げ

給与改定実施時期

昇給に伴う増減分 △ 2,044 △ 2,044 平均昇給率 1.55%

（昇給月） （職員数）

昇給期別職員数 1月 455

その他増減分 △ 15,881 職員の異動による分 7,991 職員数の異動状況

退職・新規採用分 12,923 現に在職する職員数 その他 計

その他 △ 36,795          本年度 462人 22人 484人

         前年度 444人 19人 463人

         比   較 18人 3 21

0 制度改正に伴う増減分 17,067 期末勤勉手当率改定 17,067 年間4.4月分から4.5月分に改定

その他増減分 △ 17,067 職員の異動による分 3,107

退職・新規採用分 △ 954

その他 △ 19,220

  （３）給料及び職員手当の状況

   ア   職員１人当たり給与  （単位：円）    イ  初任給 （単位：円）

一般行政職 消防職 教育公務員 技能労務職 区                  分 学   歴 消防職 教育公務員 技能労務職

303,380 306,753 399,125 - 高校卒 166,600 166,600 -

325,453 333,045 412,892 - 大学卒 196,200 196,200 -

39歳6月 39歳7月 55歳10月 - 高校卒 - - -

301,979 304,626 379,425 - 大学卒 - - -

320,553 327,041 388,625 -

39歳4月 39歳11月 50歳10月 -

備考  定年前再任用短時間勤務職員等を除く。

166,600

196,200

区                      分

区               分

給               料

増    減    額

職     員     手     当

166,600

一般行政職

増    減    事    由    別    内    訳 備                                                       考説             明

北広島市の制度
196,200

｛
令和5年4月1日

国   の   制   度

令和6年 １月 １日
現 在

令和5年 １月 １日
現 在

平均給料月額

平均給与月額

平  均  年  齢

平均給料月額

平均給与月額

平  均  年  齢



   ウ   級別職員数              （   ）内は定年前再任用短時間勤務職員等の数及び構成比（外数）

職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
13 3.5 2 2.1 2 50.0 - -
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
32 8.7 7 7.3 1 25.0 - -
(6) (16.2) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
23 6.3 5 5.2 - - - -
(6) (16.2) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
117 31.8 39 40.6 1 25.0 - -
(25) (67.6) (7) (100.0) (-) (-) (-) (-)
97 26.4 13 13.5 - - - -
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
52 14.1 9 9.4 - - - -
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
34 9.2 21 21.9 - - - -
(37) (100) (7) (100) (-) (-) (-) (-)
368 100 96 100 4 100 - -
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
13 3.6 1 1.1 2 50.0 -                       -                       
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
34 9.5 6 6.4 1 25.0 -                       -                       
(7) (14.6) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
17 4.8 6 6.4 0 0.0 -                       -                       
(7) (14.6) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
118 33.1 39 41.9 - - - -
(30) (62.5) (4) (100) (-) (-) (-) (-)
95 26.6 14 15.1 1 25.0 -                       -                       
(4) (8.3) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
45 12.6 10 10.8 - - -                       -                       
(0) (0) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
35 9.8 17 18.3 - - - -                       
(48) (100) (4) (100) (-) (-) (-) (-)
357 100 93 100 4 100 - -

（級別の基準となる職務）

区分

１級 定型的な業務を行う職務

２級 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

３級 主任の職務

１　主査等の職務

２　困難な業務を処理する主任の職務

５級 課長等の職務

１　消防署長等の職務

２　困難な業務を処理する課長等の職務

１　部長等の職務

２　困難な業務を処理する消防署長等の職務

７級

６級

級

消防職

６級

７級

区       分

４級

令 和 6 年 １ 月 １ 日
現 在

令 和 5 年 １ 月 １ 日
現 在

教育公務員

２級

職 務 の 内 容

技能労務職

３級

５級

１級

計

一般行政職

４級

７級

６級

計

４級

３級

２級

１級

５級



   エ   昇給   

合     計 一般行政職 消防職 教育公務員 技能労務職

１号給 0 0 0 0 0

２号給 40 32 6 2 0

３号給 21 18 3 0 0

４号給 394 307 86 1 0

94.6% 94.4% 96.0% 75.0% -

１号給 0 0 0 0 0

２号給 40 32 6 2 0

３号給 21 18 3 0 0

４号給 394 307 86 1 0

94.6% 94.4% 96.0% 75.0% -

 備考   職員数欄には定年前再任用短時間勤務職員等を含まない。

   オ   期末手当・勤勉手当              （  ）内は定年前再任用短時間勤務職員等の支給率

支給期別支給率 支給率

６月（月分） １２月（月分） 計

（1.175) （1.175) (2.35)

2.250 2.250 4.50

（1.175) （1.175) (2.35)

2.250 2.250 4.50

（1.175) （1.175) (2.35)

2.250 2.250 4.50

有

有

補 正 前

国の制度

4

区       分

補
　
正
　
後

比率(B)/(A）

号給数別内訳

職員数
0

455 357 95 3 0

補
　
正
　
前

職員数
481 378

昇給に係る職員数

（ A ）

昇給に係る職員数

（ B ）

比率(B)/(A）

号給数別内訳

区        分 職制上の段階、職務の級等による加算措置

補 正 後 有

481 378 99

95 3

0
（ A ）

0
（ B ）

99 4

455 357



   カ   定年退職及び応募認定退職に係る退職手当              
２ ０ 年 勤 続 ２ ５ 年 勤 続 ３ ５ 年 勤 続 最 高 限 度 そ の 他 の

の者 の者 の者 加 算 措 置

（月分） （月分） （月分） （月分） 等

定 年 前 早

期 退 職 特

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709 例措置

（2%～45%

加算）

定 年 前 早

期 退 職 特

国の制度 24.586875 33.27075 47.709 47.709 例措置

（支給率等） （2%～45%

加算）

   キ   地域手当              

北広島市 札幌市

0% 3%

0 1

   ク   特殊勤務手当          
全職種 一般行政職 消防職 教育公務員 技能労務職

   ケ   その他の手当        

区       分

扶養手当

支給最高限度額 月額 27,000 円

家賃 支給額

(1)23,000円以下

(2)23,001～52,999円

(3)53,000円以上

交通機関等利用者 実費支給

交通用具使用者 通勤距離に応じて定額支給

北海道内は札幌市に在勤する職員

(3)27,000円

-

-

(2)（家賃-23,000円）×1/2+12,000円

支給対象職員の比率（％）

異

給料総額に対する比率（％）

13.6%

0.0%

0.0%
（令和6年１月１日現在）

0.2% 0.0%

67.7%

3%

国の指定基準に
基づく支給率（％）

0.8%

0.0%

区                  分

2

20%

東京都特別区に在勤する職員東広島市に在勤する職員

3%

異

住居手当

通勤手当

差      異      の      内      容

防疫作業手当　行旅死病人取扱従事手当  消防業務手当
野犬掃とう業務手当　災害応急対策等派遣手当

同

国の制度との異同

手当の名称

(1)家賃－11,000円

備     考

支給対象地域

支給率（％）

支給対象職員数（人）

区     分

東広島市 国への派遣等

3%

1

20%


